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通所介護事業重要事項説明書 

《令和   年   月   日現在》 

 

 

１．事業の目的 

社会福祉法人八頭町社会福祉協議会八東支所（以下「当事業所」という。）は、介護保険

法令に従い事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態にある高齢者の意思及び人

格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定通所介護を提供することを目的とします。 

 

２．運営方針 

通所介護従業者は、利用者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ可能な限り自立

した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機

能の維持ならびに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るよう努めます。 

事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連

携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

３．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電  話 ： ０８５８－８４－２２１０ 

受付時間 ： ８：３０～１７：３０（月曜日～土曜日） 

担 当 者 ： 通所介護係長 

※ご不明な点は、なんでもお尋ね下さい。 

 

４．通所介護事業の概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事 業 所 名 社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 八東支所 

所  在  地 鳥取県八頭郡八頭町東５９３番地１ 

介護保険指定番号 通所介護事業（事業所番号 ３１７１２００３７５） 

サービスを提供する地域 八 頭 町 

 

（２）事業所の職員体制（別表１） 

 職員数 資  格 業 務 内 容 

管 理 者 １名    

生活相談員 １名以上   介護職員を兼ねる 

看 護 職 員 １名以上  看護・准看護師免許 機能訓練指導員を兼ねる 

介 護 職 員 ５名以上  

介護福祉士 

介護職員初任者研修課程

修了者 

 

機能訓練指導員 １名以上  
看護・准看護師免許 

作業療法士 
看護職員を兼ねる 
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（３）事業所の設備の概要 

定  員 月曜日から土曜日３４名 静 養 室 １室 ２７.５㎡   

食堂・機能訓練室 ２室 １３３.４㎡ 相 談 室 １室 ２１.３５㎡   

浴  室 
一般浴槽  一式 

特殊浴槽  一式 
送 迎 車 

中型ワゴン車   １台 

リフト付ワゴン車 ２台 

その他      ３台 

（４）事業所の営業日及びサービス提供時間 

① 営 業 日      月曜日～土曜日  

② 休 業 日      年末年始 （１２月３０日～１月３日） 

③ 営業時間      午前８時３０分～午後５時３０分 

④ サービス提供時間  午前９時００分～午後４時００分 

５．サービス内容 

① 送  迎  障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用

者に対して、必要なサービス・介助を行います。 

② 食  事  給食を希望する利用者に対し、必要な食事の提供・介助を行います。 

③ 入  浴  家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サー

ビス・介助を行います。 

④ 機能訓練  家庭での日常生活に必要な基礎的な動作の訓練および機能低下を防ぐ

ため必要な訓練を行います。 

⑤ 生活相談  利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言

を行います。 

６．利用料金 

（１）基本料金 

介護保険からの給付サービスを利用する場合、基本料金は（別表２）のとおりです。 

「利用者負担額」は、原則として「介護保険負担割合証」に記載のとおりの割合の金額 

となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額個人負担となり

ます。 

① 食 費 

デイサービスの食費として、１食あたり６５０円を全額自己負担して頂きます。 

② その他 

上記のほか、おむつ代やレクリエーション等にかかる費用は実費を負担して頂きま

す。 

（２）交通費 

 当事業所のサービスを提供する方は無料です。 

（３）キャンセル料 

急なサービス利用キャンセルの場合は、下表の料金を頂きます。ただし、利用者の体調

不良等、正当な理由のある場合にはこの限りではありません。キャンセルが必要になった

場合は至急ご連絡ください。 

ご利用の当日午前８時３０分までにご連絡いただいた場合 無 料 

ご利用の当日午前８時３０分以降にご連絡いただいた場合 当該利用料金の３０％ 

ご利用の当日にキャンセルのご連絡がなかった場合 当該利用料金の５０％ 
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（４）支払方法 

毎月１５日までに前月分の利用料の請求を致しますので、毎月２０日までにお支払いく 

ださい。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。 

お支払いは原則として、口座引落しの利用をお願いします。ただし、口座引落しによる支

払いが困難な場合は相談に応じます。なお、口座引落しの手数料は事業所負担といたしま

す。 

 

 

７．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

通所介護担当職員が訪問し、通所介護計画を作成します。 

通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービス提供を開始します。居宅サービス計画

作成依頼を行っている場合は、事前に介護支援専門員にご相談ください。 

 

（２）サービスの終了 

① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までにお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等のやむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合が

あります。その場合は終了１ヶ月前までに通知します。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

○ 利用者が介護保険施設に入所した場合（但し冬季入所等一時的な場合は除きます） 

○ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当（自立）

と認定された場合。 

○ 利用者が死亡した場合 

④その他 

○ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

利用者やその家族などに対して社会理念を逸脱する行為を行った場合、又は当事業

所が倒産した場合、破産した場合、又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した

場合、利用者には文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了するこ

とができます。 

○ 利用者がサービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うように勧

告したにもかかわらず２０日以内に支払わない場合、利用者やそのご家族などが当

事業所のサービス従事者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場

合、利用者が入院もしくは病気等により３ヶ月以上にわたってサービスが利用でき

ない状態であることが明らかになった場合は、文書で通告することにより、即座に

サービスを終了させていただく場合があります。 

〇 利用者やそのご家族などが当事業所のサービス従事者に対して本契約を継続しが

たいほどの背信行為を行った場合や、下記のような行為がみられハラスメントに該

当するとみなされる場合、即座にサービスを中止させていただくとともに利用者の

担当介護支援専門員等へ状況を報告させていただく場合があります。 

（ア） 暴力又は乱暴な言動、無理な要求 

・物を投げつける 

・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける 

・怒鳴る、奇声、大声を発する 
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・対象範囲外のサービスの強要 

（イ） セクシュアルハラスメント 

・介護従事者の体を触る、手を握る 

・腕を引っ張り抱きしめる 

・ヌード写真を見せる 

・性的な話し卑猥な言動をする など 

（ウ） その他 

・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く 

・ストーカー行為 など 

 

８．サービス利用にあたっての注意事項 

（１）送迎時間  

送迎時刻は初回利用日前に連絡します。以降、変更があるときはその都度連絡し

ます。 

（２）体調確認 

医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を確認し、心身の状況

に応じたサービスを行います。ご家庭で状態変化がみられた場合はご連絡をお願い

します。 

（３）体調不良等によるサービスの中止・変更  

風邪・病気の際はサービスの提供をお断りする場合があります。当日の健康チェ

ックの結果、体調が悪い場合は、サービスの内容の変更又は中止することがありま

す。その場合はご家族に連絡のうえ、適切に対応します。また、必要に応じて速や

かにかかりつけの医師又は歯科医師に連絡をとる等、必要な措置を講じます。 

サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振り替えることができ

ます。ただし、定員数分の予約が入っている日には振り替えることができませんの

でご了承ください。 

（４）オムツ等の利用 

必要なオムツ等はご持参ください。足りない場合はこちらで支給しますが、実費

を徴収させていただきます。 

（５）その他 

〇 送迎中は通院・買い物等利用者個人の都合での途中下車および乗車はできません。

また、来所後のサービス利用時間中の外出は、利用者の安全確保の観点により出来

かねますのでご了承ください。 

なお、体調不良・その他緊急な事態が発生した場合は職員にお申し出ください。 

〇 利用者やそのご家族などが当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続しがた

いほどの背信行為を行った場合や下記のような行為がみられハラスメントに該当

するとみなされる場合、即座にサービスを中止させていただくとともに利用者の担

当介護支援専門員等へ状況を報告させていただく場合があります。 

・暴力又は乱暴な言動、無理な要求 

物を投げつける、刃物を向ける、服を引きちぎる、怒鳴る、奇声・大声を発す

る、対象範囲外のサービスの強要など 

・セクシュアルハラスメント 

従業者の体を触る、手を握る、腕を引っ張り抱きしめる、ヌード写真を見せる、

性的な話や卑猥な言動をするなど 

・その他 

従業者の自宅の住所や電話番号を聞く、ストーカー行為など 
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９．緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医・

救急隊・親族・居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。 

 

主 治 医 

医療機関  

主治医  

連絡先  

ご 家 族 

氏 名  

連絡先               

氏 名  

連絡先               

 

１０．事故発生時の対応 

サービスの実施に伴い、事故が発生した場合には速やかに事業所、利用者の家族等に連

絡するとともに、必要な措置を講じます。 

 

１１．非常災害対策 

非常災害に備えて、消防計画、風水害・地震等に対処する計画を作成し、防災管理者又

は火気・消防等についての責任者を定め、年１回以上定期的に避難・救出・その他必要な

訓練を行います。 

非常災害対策訓練は、可能な限り消防団や地域住民と連携して行います。 

 

１２．秘密保持・個人情報の保護 

① 従業員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし

ません。 

② 従業員でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしません。 

③ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報について、介護サービス提供以外の目

的では原則的に使用いたしません。業務の必要性に応じた外部への情報提供について

は、利用者またはその家族の同意を得て行うものとします。 

 

１３．虐待防止対策 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図ります。 

② 虐待防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止に関する担当者を選定します。 

担当者 ： 通所介護係長 
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１４．身体拘束の禁止について 

① 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者または他の利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。 

② 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

③ 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

（ア）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

に、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（イ）身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（ウ）従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に開催します。 

 

１５．衛生管理等 

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げるとお

り必要な措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討するための委員会

を開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓

練を定期的に行います。 

 

１６．業務継続計画の策定等 

① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提

供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務最愛を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じ

ます。 

② 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

③ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行います。 

 

１７．サービス内容に関する相談・苦情 

① 当事業所相談・苦情担当 

担 当 者 ：  通所介護係長 

電  話 ： ０８５８－８４－２２１０ 

② その他 

当該以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

八頭町役場 

郡家保健センター 

所在地   八頭郡八頭町宮谷２５４番地１ 

電話番号  ０８５８－７２－３５６６ 

ＦＡＸ   ０８５８－７２－３５６５ 

鳥取県 

国民健康保険団体連合会 

所在地   鳥取市立川町６丁目１７６ 

電話番号  ０８５７－２０－３６８１ 

ＦＡＸ   ０８５７－２９－６１１５ 

鳥取県社会福祉協議会 所在地   鳥取市伏野１７２９－５ 

電話番号  ０８５７－５９－６３３５ 

ＦＡＸ   ０８５７－５９－６３４５ 
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１８．福祉サービス第三者評価の実施状況 

実施の有無 なし 直近の実施年月日 なし 

評価機関の名称  評価結果の開示状況  

 

１９．当法人の概要 

所 在 地     鳥取県八頭郡八頭町宮谷２５４番地１ 

名称・法人種別   社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 

代表者役職・氏名   会  長   小 谷 知 載 

 

（支所名） 

○ 本  所   鳥取県八頭郡八頭町宮谷２５４番地１ 

 

○ 船岡支所   鳥取県八頭郡八頭町船岡殿１５９番地 

 

○ 八東支所   鳥取県八頭郡八頭町東５９３番地１ 

 

 

（事 業） 

 

（１） 訪問介護事業 

（２） 通所介護事業 

（３） 居宅介護支援事業 

（４） 介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業 

（５） 介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業 

（６） 障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護）事業 

（７） その他これに付随する事業 
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（別表１） 

 常 勤 非常勤 資  格 業 務 内 容 

管 理 者 １名    

生活相談員 ４名   介護職員を兼ねる 

看 護 職 員 ２名  ２名 看護師・准看護師 
機能訓練指導員を兼

ねる 

介 護 職 員 ４名 １１名 

介護福祉士・介護職員

初任者研修課程修了

者 

 

機能訓練指導員 ３名   作業療法士・看護師 看護職員を兼ねる 

 

（別表２） 

≪提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を利用する場合)について≫ 

サービス提供時間 要介護区分 基本料金 
利用者負担額

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

３時間以上４時間

未満 

要介護１ ３，７００円   ３７０円        ７４０円 １，１１０円 

要介護２ ４，２３０円 ４２３円 ８４６円 １，２６９円 

要介護３ ４，７９０円   ４７９円        ９５８円 １，４３７円 

要介護４ ５，３３０円 ５３３円 １，０６６円 １，５９９円 

要介護５ ５，８８０円 ５８８円 １，１７６円 １，７６４円 

４時間以上５時間

未満 

要介護１ ３，８８０円 ３８８円 ７７６円 １，１６４円 

要介護２ ４，４４０円 ４４４円 ８８８円 ２，６６４円 

要介護３ ５，０２０円 ５０２円 １，００４円 １，５０６円 

要介護４ ５，６００円 ５６０円 １，１２０円 １，６８０円 

要介護５ ６，１７０円 ６１７円 １，２３４円 １，８５１円 

５時間以上６時間

未満 

要介護１ ５，７００円 ５７０円 １，１４０円 １，７１０円 

要介護２ ６，７３０円 ６７３円 １，３４６円 ２，０１９円 

要介護３ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護４ ８，８００円 ８８０円 １，７６０円        ２，６４０円 

要介護５ ９，８４０円 ９８４円 １，９６８円 ２，９５２円 

６時間以上７時間

未満 

要介護１ ５，８４０円 ５８４円 １，１６８円 １，７５２円 

要介護２ ６，８９０円 ６８９円 １，３７８円 ２，０６７円 

要介護３ ７，９６０円 ７９６円 １，５９２円 ２，３８８円 

要介護４ ９，０１０円 ９０１円 １，８０２円 ２，７０３円 

要介護５ １０，０８０円 １，００８円 ２，０１６円 ３，０２４円 

７時間以上８時間

未満 

要介護１ ６，５８０円 ６５８円 １，３１６円 １，９７４円 

要介護２ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護３ ９，０００円 ９００円 １，８００円 ２，７００円 

要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円 

要介護５ １１，４８０円 １，１４８円 ２，２９６円 ３，４４４円 

※感染症の発生や災害の影響により、延利用者数の減が生じた月の実績が前年度の延平均利

用者数から５％以上減少した場合、3か月間を目安に基本報酬の 3％の加算を行う。 
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加算 基本料金 
利用者負担

額（１割） 

利用者負担

額（２割） 

利用者負担

額（３割） 

入浴介助加算（Ⅰ） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

入浴介助加算（Ⅱ） ５５０円 ５５円 １１０円 １６５円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６０円 ５６円 １１２円 １６８円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

中重度者ケア体制加算 ４５０円 ４５円 ９０円 １３５円 

口腔・栄養スクリーニング加算 ２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

認知症加算 ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

若年性認知症利用者受入加算 ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８０円 １８円 ３６円 ５４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６０円 ６円 １２円 １８円 

科学的介護推進体制加算 ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

ADL維持等加算（Ⅰ） ３００円 ３０円 ６０円 ９０円 

ADL維持等加算（Ⅱ） ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 合計金額×６．４％ 

※食費、オムツ代、レクリエーション等にかかる費用は利用者負担となります。  
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 令和  年  月  日 

 

 

通所介護サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて 

重要事項を説明しました。 

 

【事業者】 

住  所   鳥取県八頭郡八頭町東５９３番地１ 

 

事業者名   社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 八東支所 

 

事業者代表   支 所 長  前 田 美 奈 子    印 

 

 

説明者氏名                      印 

 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業所から通所介護サービスについての重要事項の 

説明を受けました。 

 

【利用者】 

住  所 

 

氏  名                       

   

 

【代理人または代筆者】 

      住  所 

 

氏  名                       

 

      （続 柄） 

       

（代筆理由） 


